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地域医療介護総合確保方針と各指針・計画の全体像



１．総合確保方針について
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地域医療介護総合確保方針 「基本的な方向性」 抜粋 (R5.3.17 改正)  

(1) 「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築
地域包括ケアシステムについては、介護サービスの提供体制の整備、住まいと生活の一体的な支援、医療及び介護の連携強化、

認知症施策の推進、総合事業、介護予防、地域の支え合い活動の充実等を含めた地域づくりの取組を通じて、その更なる深化・
推進を図っていくことが重要である。

(2) サービス提供人材の確保と働き方改革
医療・介護提供体制の確保のために必要な質の高い医療・介護人材を確保するとともに、サービスの質を確保しつつ、従事者

の負担軽減が図られた医療・介護の現場を実現することが必要となる。介護従事者については、これまでの処遇改善の取組に加
え、ＩＣＴや介護ロボット等の活用、手続のデジタル化等により介護現場の生産性向上の取組を推進し、専門性を生かしながら働
き続けられる環境づくりや復職支援、介護の仕事の魅力創出や学校等と連携した魅力発信に取り組むとともに、いわゆる介護助手
の導入等の多様な人材の活用を図ることで、必要な人材の確保を図っていくことが重要である。

(3) 限りある資源の効率的かつ効果的な活用
地域包括ケアシステムの構築、複合的なニーズを有する高齢者への医療及び介護の効果的かつ効率的な提供、ケアマネジメ

ントの質の向上を推進することが重要である。また、サービスの質を確保しつつ、人材や資源を有効に活用するため、介護サービスの
質の向上、介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化も有効である。さらに、国民自らも（中略）医療及び介護の在り方に
関心を持ち、疾病予防及び介護予防にも積極的に取り組んでいくことが望まれる。

(4) デジタル化・データヘルスの推進
オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等に加え、予防接種、電子処方箋、自治体検診、電

子カルテ等の医療（介護を含む。）全般にわたる情報について共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」を創設する方向が
示されている。医療・介護連携を推進する観点から、医療・介護分野でのＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を進め、患者・利
用者自身の医療・介護情報の標準化を進め、デジタル基盤を活用して医療機関・薬局・介護事業所等の間で必要なときに必要
な情報を共有・活用していくことが重要である。

(5) 地域共生社会の実現
医療・介護提供体制の整備については、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の

一環として位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要である。医療・介護提供体制の確保に当たっては、地域住民や地
域の多様な主体の参画や連携を通じて、こうした「地域共生社会」を目指していく文脈の中に位置付けていくことが重要である。
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地域医療介護総合確保方針 「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」

「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」は、高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の
複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産年齢人口の急減に直面するという局面に
おいて実現が期待される医療・介護提供体制の姿として現時点で想起し得るものを、患者・利用者な
ど国民の目線で描いたものである。

ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿は、以下の３つの柱を同時に実現することを通じて、患
者・利用者など国民が必要な情報に基づいて適切な選択を行い、安心感が確保されるものでなけれ
ばならない。

①医療・介護を提供する主体の連携により、必要なときに「治し、支える」医療や個別ニーズに寄り添った柔軟かつ多様
な介護が地域で完結して受けられること

② 地域に健康・医療・介護等に関して必要なときに相談できる専門職やその連携が確保され、さらにそれを自ら選ぶこ
とができること

③ 健康・医療・介護情報に関する安全・安心の情報基盤が整備されることにより、自らの情報を基に、適切な医療・介
護を効果的・効率的に受けることができること

【３つの柱】



２．基本指針について

（令和５年度 全国介護保険担当課長会議資料）




































